
●お問い合わせ　神戸町社協居宅介護支援事業所　☎ 0584-28-1025

　利用者が可能な限り自宅で自立した生活が送ること
ができるよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）が、
利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護
サービスを利用するためのケアプランを作成し、その
プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、
事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援とは居宅介護支援とは

介護保険を申請される方の理由はさまざまで、病気や
高齢による筋力の低下、自宅に閉じこもっている方な
どです。まずはお気軽にご相談ください。

対象となる方対象となる方

●介護保険や介護に関する相談
●居宅訪問・面接
●ケアプラン作成
●主治医・薬剤師などとの連携
●サービス提供事業所との連絡調整
●要介護認定申請代行　など

主な業務内容

※次回は介護保険を利用して、介護サービスの仕方をご紹介します。

護認定申請代行　など
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要支援・要介護認定のある方
（※介護保険の申請は神戸町役場健康福祉課）
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